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第３章 計画の基本的考え方 

１．計画の基本理念 

 

生まれる喜び 育てる楽しさ こどもまんなか かまいしの未来  

 

子どもは地域の宝です。すべての子どもの誕生が家庭や地域から祝福され、子育て家庭が安

心しておおらかに子どもを育てることができ、子どもを取り巻く地域の人たちがゆるやかに結

びつくことにより、子どもが生まれ育った環境によって現在や将来が左右されずに、子どもの

最善の利益が確保され、子どもが主体的に自分らしく成長できる、子ども・子育てにやさしい

まち『かまいし』をめざします。 

 

 

２．計画の基本的な視点 

 

（１）子どもの幸せと命の大切さを考える視点：子どもの視点 

社会の希望であり、未来をつくる存在である子どもが、幸せを感じることができるよう、こ

どもの幸せを第一に考えたまちづくりを進めます。 

また、すべての子どもが健やかに育つよう、子どもの生命や人権を擁護し、利益を最大限に

尊重するとともに、多様な環境で育つ子ども一人ひとりの実情に配慮した施策を推進します。 

 

（２）子育ての楽しさと幸せを感じられる視点：親の視点 

子育て家庭が抱える身体的・経済的な負担や精神的な不安、孤立感、子育てをしながら働く

ことの大変さなど、子育て家庭を取り巻く環境に対し、すべての人や地域、社会の理解を促す

とともに、それらを和らげることができる施策を推進します。 

また、子育て家庭が、子どもとの生活に喜びと安らぎを感じ、子育てを通して親として成長

できるよう、多様なニーズに合った支援を進めます。 

 

（３）地域社会みんなで子育てを支援する視点：地域の視点 

子育ては、保護者に第一義的な責任がありますが、子どもも社会の一員であり、地域、企業、

行政が連携・協働して子どもの成長を見守り、関わっていくことが大切です。 

親子が喜びを感じ、家族の絆を感じることができるように、ワーク・ライフ・バランスの実

現をめざし、企業などへのワーク・ライフ・バランスの啓発や社会資源を活用した子育て支援

など、地域が子育てを支える施策を展開します。 



第３章 計画の基本的考え方 

98 

３．計画の基本目標 

 

 基本理念である「生まれる喜び 育てる楽しさ こどもまんなか かまいしの未来」を目指し、

次の５つの基本目標を設定します。 

 

 基本目標Ⅰ 安心して妊娠・出産・子育てができる環境体制の充実 

 

子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が、安心して出産や子育てに向き合えるよう、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を確保するとともに、乳幼児期から思春期ま

での子どもの健やかな発育、発達を支援します。 

また、子育て家庭が地域や社会から孤立することがないよう、こども家庭センターが関係機関

との連携を強化することによって、子育て家庭の状況を把握し適切に支援するとともに虐待対策

としても取組を進めます。 

 

(1)母と子への切れ目のない健康支援      (2)医療等の充実及び経済的支援 

(3)情報発信や子育て DXの推進 

 

 

 基本目標Ⅱ 健やかな成長を育む子育て支援、教育・保育サービスの充実 

 

すべての子育て家庭への支援を行う観点から、地域におけるさまざまな子育て支援サービスを

充実させることや利用しやすい環境を整えるとともに、保育を始めとする子育て支援に関わる人

を育成することで、多様な教育・保育サービスの充実を図ります。 

また、子どもの遊び場や体験活動を推進するため、子どもや子育て家庭が過ごせる場所の環境

づくりを推進します。 

 

(1)地域における子育て支援                (2)遊びや体験活動の推進 

(3)幼児期の教育・保育サービスの充実と質の向上  (4)特別支援教育の充実   

(5)幼児教育施設と小学校との連携強化 
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 基本目標Ⅲ 援助を必要とする様々な家庭への支援体制づくり 

 

子どもの将来がその生まれ育った環境等によって左右されることのないように、児童虐待の防

止対策や子どもの貧困対策、ひとり親家庭や障がい児、ヤングケアラー等の子どもへの支援の充

実を図り、子どもの夢や希望をかなえられるよう各種取組を推進します。 

また、子育て家庭が地域や社会から孤立することがないよう、保育・教育施設や地域等と連携

を強化することにより子育て家庭の状況を把握し、早期に適切な支援につながるよう努めます。 

 

(1)援助を必要とする子どもへの支援   (2)援助を必要とする家庭への支援 

 

 

 基本目標Ⅳ 生きる力・創造性・社会性を育む教育環境づくり 

 

地域における児童の健全育成のための環境づくりを進めるとともに、保護者に向けた子育てや

教育、子どもとの接し方を学ぶ機会の充実を図ります。 

また、子どもたち一人ひとりの権利を保障し最善の利益を図るため、様々なこどもたちからの

意見聴取を図りながら、子どもの居場所づくりや社会参画を推進します。 

 

(1)思春期の心と身体の健康づくり              (2)放課後児童の健全育成の推進 

(3)子どもの居場所づくり                     (4)子どもの安全の確保     

(5)子どもの生きる力を育成する教育環境の整備   (6)子どもの社会参画 

 

 

 基本目標Ⅴ 生活も仕事も充実し両立する環境づくり 

 

共働き世帯が多い中、男女ともに仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めるため、ワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や柔軟な働き方を取り入れることなど、企業に向けた啓

発を推進します。 

また、妊娠中や子育て中の女性に偏る家事・子育ての状況の解消に向けて、男性の育児休暇の

取得促進や家庭内での役割分担意識の醸成に努めます。 

 

(1)ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進のための環境づくり 
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重点施策 1  ライフステージに応じた母と子への切れ目ない支援体制の充実 

４．重点施策 

 本計画では、事業評価やニーズ調査、重点プロジェクトやワークショップの意見等を行った結

果、「ライフステージに応じた母と子への切れ目ない支援体制の充実」「幼児教育施設における教

育内容や特別支援教育の充実」「全ての子どもが安心できる居場所づくり」の３つの施策を重点施

策と定め、計画期間中に取組を推進していきます。 

 

  

 

   重点施策 2  幼児教育施設における教育内容や特別支援教育の充実 

  

   重点施策 3  すべての子どもが安心できる居場所づくりの推進 

  

安心して妊娠・出産・子育てできるように、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援等を行

うこども家庭センターにおいて、妊娠期、出産期、子育て期を通じた切れ目のない継続的な支

援体制を構築します。 

また、妊娠・出産・産後の不安を解消し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国や県

の事業を活用しながら様々な支援の取組を行います。 

 

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期のことから、子どもの生きる

力の基礎となる資質・能力を育成する必要があります。また、特別な支援を必要とする幼児が

増加傾向にある中で、一人ひとりの子どもの障がいの状態や発達の段階に応じた支援・指導が

求められています。このことから、どの幼児教育施設を利用しても充実した幼児教育を受けら

れるよう、研修等を実施しながら職員の質の向上を図ります。 

なお、医療的ケアが必要な幼児及び特別な配慮や支援が必要な幼児に対しても安心して幼

児教育を受けられるよう職員の確保や環境の整備の推進を図ります。 

地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、地域の中で子どもが育つことが困難になっ

ている背景があります。また、価値観の多様化等により、居場所も多様なニーズが生まれてい

ます。このような中、全ての子どもが安全で安心して過ごせる居場所を持ちながら、様々な学

びや多様な体験活動等の機会に接することにより、子どもの主体性や創造性を発揮して社会

で活躍していけるような居場所づくりを推進します。 

 また、様々な課題や事情を抱えた子どもが、自分の居場所を見つけることができるよう、学

校や関係機関と連携しながら支援を行います。 
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５．施策の体系 

本計画の施策体系は以下の通りです。 

目標 施策 具体的な施策 事業 

安心して妊娠・出

産・子育てができ

る環境体制の充

実 

母と子への切れ目

のない健康支援 

こども家庭センター

の充実 

☑こども家庭センターの周知 

☑切れ目ない支援体制づくり 

☑妊婦等包括相談支援事業 

☑地域子育て相談機関の設置 

☑重層的支援体制整備事業の強化 

☑家庭相談管理システム導入活用の推進 

妊娠・出産・育児に

関する相談・指導・

講座の充実 

☑パパママ準備教室 

☑妊産婦訪問指導 

☑乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

☑産前・産後サポート事業 

☑産後ケア事業 

☑産後うつスクリーニング 

☑もぐもぐごっくん教室 

☑かみかみごっくん教室 

☑ベビーマッサージ教室 

☑母子歯科保健事業 

☑子育て世帯訪問支援事業 

疾病の予防・早期

発見 

☑妊婦一般健康診査 

☑妊婦歯科健康診査 

☑産婦健康診査 

☑乳幼児健康診査（歯科健診） 

☑２歳児いい歯健康診査 

☑４歳６か月児発達検査 

☑予防接種 

☑新生児聴覚検査 

☑眼科（屈折）検査 

☑フッ化物洗口事業 

医療等の充実及び

経済的支援 

医療費等助成の充

実 

☑妊産婦医療費給付事業 

☑子ども医療費給付事業 

☑未熟児養育医療給付事業 

☑妊婦応援給付金事業 

☑妊産婦健康診査等アクセス支援助成金 

☑妊婦のための支援給付金 

経済的負担の軽減 

☑地域子ども・子育て支援事業（ホッとカードの交付） 

☑第 2子以降の保育料無償化 

☑幼稚園、保育所等世帯内同時入所における第 2

子以降副食費の無償化 

☑第 2子以降の給食費の無償化 

☑釜石市育英会奨学金制度 

周産期医療・小児

医療の充実 

☑産婦人科・小児科オンライン相談の実施 

☑小児救急医療啓発活動 

☑周産期医療情報ネットワークの活用 

情報発信や子育て

DXの推進 

情報の収集・整理、

発信方法の充実 

☑ホームページ・LINE等による子育ての情報発信 

☑子育て応援アプリ運営事業 

☑子育て応援ガイドブックの発行 

☑子育てに関する情報収集 

☑広報かまいしへの子育て情報の掲載 

☑外国人への子育ての情報発信 

子育てに係る手続

きの軽減 

☑母子保健に係るデジタル化の推進 

☑子育て関連に係るデジタル化の推進 
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目標 施策 具体的な施策 事業 

健やかな成長を 

育む子育て支援・

教育・保育サービ

スの充実 

 

地域における子育

て支援 
子育て支援の充実 

☑地域子育て支援拠点事業（重層的支援体制整備事業） 

☑利用者支援事業（重層的支援体制整備事業） 

☑母子保健推進員活動 

☑ファミリー・サポート・センター事業  

☑子育て短期支援事業 

☑ブックスタート事業 

☑乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

☑親子関係形成支援事業 

☑子どもの居場所づくり支援事業補助金 

遊び場や体験活動

の推進 

 

子どもや子育て家

庭が過ごせる場所

の充実 

☑屋内の遊び場整備事業 

☑既存の公園の計画的維持管理 

☑タンタンひろば～土曜園開放～ 

☑子育て広場 

☑おやこのアソビバ 

☑釜石市赤ちゃんの駅 

☑移動式赤ちゃんの駅の貸出 

体験活動の推進 

☑自然遊び場事業補助金 

☑幼児教育施設における体験活動の推進 

☑森と自然の育ちと学び自治体ネットワークの活用 

☑ブックスタート事業（再掲） 

☑読書活動の推進 

幼児期の教育・保

育サービスの充実

と質の向上 

教育・保育サービ

スの充実 

☑一時預かり事業 

☑延長保育事業 

☑病児保育事業（病後児対応型） 

☑病児保育事業（体調不良児対応型） 

☑乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）（再掲） 

☑幼児教育施設における基本的生活習慣の定着 

☑幼児教育施設における子育て支援の充実 

質の高い幼児教

育・保育の推進 

☑幼児教育施設職員合同研修会の開催 

☑指定園による公開保育研究会の開催 

☑幼児教育専門員訪問支援事業の活用 

☑幼児教育アドバイザーによる幼児教育施設への訪問支援 

教育・保育施設へ

の支援及び人材の

確保 

☑釜石市医療・福祉等従事者奨学資金貸付 

☑釜石市福祉人材確保型奨学金返還補助金 

☑保育体制強化事業補助金 

☑保育所等における ICT化推進事業補助金 

☑保育環境改善等事業補助金 

☑民間保育所等産休等代替職員費補助事業 

☑私立特定教育・保育施設等振興事業補助金 

☑教育・保育施設の大規模修繕への補助金交付 

☑保育所から認定こども園への移行支援 

特別支援教育の充

実 

障がいのある子ど

もの受入体制の整

備 

☑障がい児保育事業の実施 

☑保育所等入所に係る医療的ケア児ガイドラインの

作成及び支援体制の構築 

☑医療的ケア児保育支援事業補助金 

☑障がい児保育事業（インクルーシブ保育）の実施

に向けての検討 

☑私立特定教育・保育施設等振興事業補助金 

（再掲） 

☑特別支援教育に関する教職員の理解促進 

☑関係機関との支援体制づくり 

早期療育に向けて

関係機関との連携 

☑ケース会議の開催 

☑釜石市巡回相談事業 

☑ことばの教室・幼児ことばの教室 

☑乳幼児健診における早期発見と児童発達支援へ

のつなぎ 
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目標 施策 具体的な施策 事業 

健やかな成長を 

育む子育て支援・

教育・保育サービ

スの充実 

 

幼児教育施設と小

学校との連携強化 

幼児教育アドバイ

アーの育成・配置 

☑幼児教育アドバイザー養成講座の受講及び助成 

☑幼児教育アドバイザーの委嘱及び配置 

☑幼児教育アドバイザーによる園内研修の充実 

☑幼児教育アドバイザーの交流活動の推進 

幼児教育施設と小

学校との連携 

☑幼児教育施設と小学校との交流活動の促進 

☑幼児教育施設との情報共有の機会の提供 

☑架け橋期のカリキュラムの開発及び活用 

☑5歳児の共通の指導指針の活用 

☑幼・保・小連携会議 

援助を必要とする

様々な支援体制づ

くり 

 

援助を必要とする

子どもへの支援 

児童虐待対策の充

実 

☑家庭児童相談、養育訪問相談（養育支援訪問事業） 

☑要保護児童対策地域協議会の開催 

☑関係者の講習会への参加促進 

☑児童相談所との連携強化 

☑女性支援事業 

☑産後うつスクリーニング（再掲） 

☑妊産婦訪問指導（再掲） 

☑乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業

（再掲） 

☑児童虐待に関する周知啓発 

☑乳幼児健診未受診者等に関する定期的な安全確  

 認 

☑学校等における虐待等に関する相談体制の整備 

☑学校等との連携強化 

☑社会的養護の周知 

☑里親への支援の充実 

☑被虐待児への自立支援 

☑こどもの居場所づくり支援体制強化事業 

障がい・発達に心

配のある子どもの

支援 

☑特別支援教育支援員配置事業 

☑すくすく親子教室 

☑ことらっこ教室 

☑障がい児地域療育支援事業 

☑幼児教育施設職員合同研修会の開催（再掲） 

☑在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業 

☑児童発達支援センターの設置に係る協議 

☑障がい福祉コーディネーターの設置 

☑こどもの居場所づくり支援体制強化事業（再掲） 

ヤングケアラーへ

の支援 

☑ヤングケアラーの理解促進 

☑ヤングケアラー実態調査の実施及び把握 

☑ヤングケアラーへの相談体制の強化 

☑ヤングケアラーへの支援の充実 

☑医療機関、福祉関係者、学校等との連携強化 

☑こどもの居場所づくり支援体制強化事業（再掲） 

不登校の子どもへ

の支援 

☑学習機会の提供 

☑学習支援を通した子どもサポート事業 

☑欠席した児童生徒への早期対応 

☑いじめ防止対策 

☑ＩＣＴ活用による支援 

☑児童育成支援拠点事業 

☑こどもの居場所づくり支援体制強化事業（再掲） 
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目標 施策 具体的な施策 事業 

援助を必要とする

様々な支援体制づ

くり 

援助を必要とする

家庭への支援 

援助を必要とする

家庭への支援 

ひとり親家庭の自

立支援 

☑ひとり親家庭医療費給付事業 

☑母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

☑自立支援給付金事業 

☑ひとり親家庭のサポート事業 

☑ひとり親家庭等日常生活支援事業 

☑児童扶養手当 

☑子育て短期支援事業（再掲） 

☑女性支援事業（再掲） 

子どもの貧困対策

の推進 

☑就学援助事業 

☑被災児童等に対する支援 

☑釜石市育英会奨学金制度（再掲） 

☑学習支援を通した子どもサポート事業（再掲） 

☑子どもの居場所づくり支援事業補助金（再掲） 

☑学校給食による教育支援 

☑学校等との連携強化（再掲） 

☑自立相談支援事業（再掲） 

☑自立支援給付事業（再掲） 

☑子どもの貧困の早期発見 

☑子どもの貧困に関する周知、意識啓発 

☑保護者への就労及び自立支援 

生きる力・創造性・

社会性を育む教育

環境づくり 

思春期の心と身体

の健康づくり 

子どもを生み育て

ること及び生命の

大切さの意義に関

する教育支援 

☑思春期講演会 

☑デートＤＶ予防啓発事業 

☑県立釜石病院助産師による性・いのちに関する出

前授業 

☑自殺予防の普及啓発 

☑生命（いのち）の安全教育の実施 

発達段階に応じた

食育の推進 

☑子どもの生活リズム向上「RHYTHMプラン」の推進 

☑食に関する指導 

☑食育推進計画の推進 

☑食育に関する知識の普及啓発及び情報発信 

放課後児童の健全

育成の推進 

放課後児童の健全

育成の推進 

☑学童育成クラブの運営 

☑放課後児童健全育成事業の設備運営基準による

運営 

☑学童育成クラブを運営する人材の育成・確保 

☑特別な支援が必要な児童の受入れ体制の整備 

☑学童育成クラブにおけるＩＣＴ化推進事業 

☑学童育成クラブとの情報共有の機会の提供 

放課後子ども教室 
☑放課後子ども教室の推進 

☑学童育成クラブと放課後子ども教室の連携実施 

子どもの居場所づ

くり 

子どもの活動の支

援 

☑児童館運営 

☑こどもエコクラブ 

☑わんぱく広場 

☑寺子屋事業 

☑小佐野キッズクラブ 

☑平田キッズクラブ 

☑世代間交流事業 

☑わんぱくこども教室 

☑鵜住居地域交流会 

☑おーい！むかしっこ教室 

☑子どもの居場所づくり支援事業補助金（再掲） 

☑こどもの居場所づくり支援体制強化事業（再掲） 
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目標 施策 具体的な施策 事業 

生きる力・創造性・

社会性を育む教育

環境づくり 

子どもの安全の確

保 

子どもを犯罪や事

故から守るための

活動の推進 

☑交通安全教室 

☑登下校の安全確保：スクールガード、見守り隊 

☑通学路等への防犯灯の設置促進 

☑市道の街路灯の設置及びＬＥＤ化 

☑都市公園・都市広場の安全管理 

☑未就学児使用道路・児童通学路の合同点検 

☑児童・生徒や保護者に対するサイバー犯罪の周知 

☑情報教育の推進 

☑性犯罪・性暴力に係る相談・支援の強化 

防災教育の推進 

☑防災教育の推進 

☑児童福祉施設等における非常災害対策計画・避

難確保計画の策定及び避難訓練の実施状況の

点検及び指導・助言 

☑釜石市少年消防クラブ 

☑釜石市幼年消防クラブ 

子どもの生きる力

を育成する教育環

境の整備 

学校教育の充実 

☑保護者・家庭・地域との協働による学校経営の充   

  実 

☑確かな学力を保障する教育活動の充実 

☑自己を律し、他人を思いやり、感謝する心の育成 

☑健やかな体を育成する健康教育の充実 

☑学校支援地域本部事業 

☑職場体験（インターンシップ）事業 

☑子どもの読書活動推進事業 

高等教育修学のた

めの支援 

☑釜石市育英会奨学金制度（再掲） 

☑放課後等学習支援事業 

保護者教育に関す

る情報発信・学習

機会の充実 

☑子育て学習講座の開催 

☑「早寝・早起き・朝ごはん」の定着 

☑食に関する基本の習慣 

☑防災に関する意識啓発 

☑地域と連携した家庭教育の充実 

子どもの社会参画 

子どもの権利に関

する普及啓発 

☑人権に関する啓発の推進 

☑こどもまんなか児童福祉週間の啓発 

☑子どもへの情報発信の充実 

子どもの意見聴収・

施策への反映 

☑子どもの居場所での意見聴収 

☑支援が必要な子どもからの意見聴収 

☑「すこやか子育て基金」を活用したこども施策の推

進 

生活も仕事も充実

し両立する環境づ

くり 

ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の

調和）の推進のた

めの環境づくり 

共働き・共育ての

推進と子育ての両

立支援 

☑ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

☑多様な人材の就労サポートと活用推進 

☑男性の家事・子育てへの参加促進 

☑男女共同参画に関する学習の情報提供 

☑職員への制度説明と休暇等の取得促進 

☑男性育休の取得促進のための職場環境づくり 

仕事と生活の調和

の自主的な取組に

向けた企業への支

援 

 

☑育児休業、介護休業の取得促進への働きかけ 

☑子育て応援企業認定制度の活用 

☑市役所における育児休業その他仕事と子育ての

両立支援制度の定着促進 

☑イクボスの普及・啓発 

 

 

 


